
【王子地区】王子１丁目～５丁目の浸水継続３日未満の地域は屋内安全確保が可能な地域に該当。 

 緑１（王子６丁目）は除外。 
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【豊島地区】ほぼ全域が浸水継続時間３日以上の地域。 

オレンジ１（豊島５丁目）は団地のため、２週間以上の判定になっている。 

      オレンジ２（豊島８丁目）は住居なし。 

黒１（豊島１丁目）の一部のみ屋内安全確保が可能な地域に該当。 
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【神谷地区】ほぼ全域が浸水継続時間３日以上の地域。 

オレンジ３（神谷２丁目）は住居なし（北運動場） 

      黒２（神谷２丁目）の一部のみ屋内安全確保が可能な地域に該当。 
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【志茂地区】ほぼ全域が浸水継続時間３日以上の地域。 

      黒３（志茂１－１５の１１世帯）のみ屋内安全確保が可能な地域に該当。 
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【赤羽地区】赤羽南、赤羽台、赤羽１丁目、２丁目：除外地域なし、浸水継続３日未満の地域は対象となる。 

  黒４：３丁目東側は一部のみ屋内安全確保が可能な地域に該当 

緑２：３丁目西は家屋倒壊区域にかかるため、環八より線路よりの地域のみ可（３丁目３～１３） 

緑３：岩淵町は周囲を囲まれている＆家屋倒壊地域のため、全域を除外 
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【赤羽北地区】一部線路沿いの浸水継続３日未満の地域は対象となる。 

オレンジ４：居住なし（線路） 

   緑４：（赤羽北１丁目）：家屋倒壊区域にかかるため除外（JR 京浜東北線付近の一部地域） 

【浮間地区】 ほぼ全域が浸水継続時間３日以上の地域。 

オレンジ５：居住なし（工場用地）、オレンジ６：居住なし（新河岸東公園） 
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【昭和町地区】除外地域なし、浸水継続３日未満の地域は対象となる。 

【栄町地区】除外地域なし、浸水継続３日未満の地域は対象となる。 

  



【東十条地区】除外地域なし、浸水継続３日未満の地域は対象となる。 

 

 

  



【堀船地区】ほぼ全域が浸水継続時間３日以上の地域。 

 オレンジ６（堀船４丁目）居住なし（工場用地） 

      緑５（堀船 2丁目は×） ※基本は工場用地だが、敷地内に独身寮があるため、除外とする。 
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【東田端地区】除外地域なし、浸水継続３日未満の地域は対象となる。 

【上中里地区】除外地域なし、浸水継続３日未満の地域は対象となる。 

 

 


